
旅客不定期航路事業許可更新制への移行手続き案内


●案内対象者
　この案内は、令和６年４月１日時点で、既に総トン数２０トン未満の旅客船（１３人以上の旅客定員を有する船舶をいいます。以下同じ。）のみを使用し、旅客不定期航路事業を行っている事業者を対象としております。

●海上運送法の一部を改正する法律附則第３条第５項の規定に基づく認可申請
　令和６年４月１日現在、総トン数２０トン未満の旅客船のみを使用し、旅客不定期航路事業を行っている事業者は、令和９年４月１日以降も引き続き事業を継続する場合は、令和９年３月３１日までに航路ごとに認可手続きを行い、許可更新制度へ移行する必要があります。
　なお、令和９年３月３１日までに認可申請手続きがなされない場合は、事業許可が失効し、事業を再開する際は改めて許可を取得することが必要となります。
※手続きを円滑に実施するためには、お早めに申請をいただきますようご協力お願いいたします。

　　【提出書類】
　　　・海上運送法等の一部を改正する法律附則第３条第５項の規定に基づく
認可申請書
　　【添付書類】
　　　・小型船舶旅客不定期航路事業　安全人材確保計画
　　　・当該申請が法第４条各号に規定する基準に適合する旨の説明
　　　・使用船舶明細書（第１号様式）
　　　・船舶検査証書（写）
　　　・船舶検査手帳（写）
　　　・誓約書　※法人の場合は役員全員
（必要に応じて、その他の資料の提出を求める場合があります。）

※安全人材計画の作成の際、次のご不明点につきましては各担当あてご連絡お願いいたします。
「安全統括管理者、運航管理者の資格について」：（担当）運航労務監理官
（ＴＥＬ０９８－８６６－１８３９）

「船員の配乗、操練、教育訓練、特定教育訓練について」：（担当）船舶船員課
　　 　（ＴＥＬ０９８－８６６－１８３８）

［問い合わせ・提出先］
　　　　　　　　　　　　　　　〒900－0006  那覇市おもろまち2丁目1番1号
                                               那覇第２地方合同庁舎２号館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄総合事務局　運輸部総務運航課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０９８－８６６－１８３６（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（E-mail）tokkyo-yusou.h5d@ogb.cao.go.jp
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